平成１７年９月５日

平成１７年第３回定例会 ２日目

宮川豊史、一般質問　「日本の行方、東久留米市の行方」

○１０番（宮川豊史君）　いよいよ、今度の日曜日、９月１１日は今後の日本の行方を決める衆議院選挙の投票日です。８月８日、郵政民営化関連法案が参議院でまさかの否決、そして、まさかまさかの衆議院解散、この９月議会が総選挙の真っただ中で行なわれるとは、１ヵ月前予想することはできなかったことと思います。この急転直下の大激震、突然決まった総選挙ではありますけれども、私は、今回の選挙は、今後の日本の行方を大きく左右する、これからの選挙のあり方を、政治のあり方を変える可能性のある選挙だと考えております。

　「郵政民営化こそ構造改革の本丸だ」と主張する政党もあれば、「政権交代こそ本当の改革につながるんだ」と主張する政党もあります。さまざまな意見がある中で、今回、一つ確実に言えることは、今回の選挙の結果によって一つの政策の是非が決まる、だれが首相になるかが決まるということです。これだけはっきりと政策の選択、首相の選択となった選挙は、これまでの日本の政治ではなかったことです。政党同士の勢力争いではなく、利益代表の候補者を選ぶでもない、国民一人一人の判断によって政策が決まり、首相が決まる。日本の政治に新しい民主主義の形が生まれようとしている、それが今回の総選挙だと私は考えます。

　私が尊敬する人物の１人であるガリレオ・ガリレイが、図らずも今回の総選挙で再び脚光を浴びることとなりました。やはり時代を変えた人物はいつの世になってもその名が忘れ去られることはないんだなと感じています。変人もしくは変人以上という異名を持つ小泉首相ではありますが、このガリレオも当時としては大変変わった人物だったと言えるでしょう。ガリレオのどこが変わっていたのか。それは、地動説をとった、「地球は動いている」と言ったことではなく、終身刑になるとわかっていながら自分の主張を曲げなかったことです。その結果、ガリレオは宗教裁判にかけられ、文字どおり異端者とされました。その罪は、ガリレオの死後３５０年、許されることはありませんでした。それでも自分の信念を貫いた、自分の主張を曲げることはなかった、このような異端児こそが本当に時代を変えていくのだなと思います。

　政治の世界において最も重要なことは、妥協と言う人もいますけれども、私は自分の信念を貫くことだと考えています。どのようなことがあっても、だれに何と言われようとも、これだけは譲れない、曲げることができない主張を持つことです。私にとってそれは、これまでも再三申し上げておりますけれども、将来の子どもたちにこれ以上負担をかけない、借金を残さない、借金ゼロこそ新しいまちづくりのスタートラインだということです。このことが理解されるのにガリレオのように３５０年もかかるとは思いませんが、もしかしたら３０年、５０年かかるかもしれない。それでも私は借金ゼロを言い続ける、それが私の議員としての信念です。

　もし仮に東久留米市がきょうこの瞬間から借金を一切しなかったとしても、現在、東久留米市が抱えている借金は３０年間なくなることはありません。３０年後の東久留米、皆さん想像できるでしょうか。私は全く想像できません。人がどれだけ住んでいるのか、緑がどれくらい残っているのか、この市役所がどうなっているのか、そもそも東久留米という名前が残っているのか、全くわかりません。しかし、そこには借金はあるんです。予測できない将来に負担だけをかけるというのは、私は不自然なことだと思います。そしてこの借金は、私たちの次の世代が新しいまちづくりをしようとしたとき、必ずや手かせ足かせとなります。そのような障害を取り除き、将来の子どもたちに自由なまちづくりをしてほしいと、そういう思いを込めて、私は借金ゼロこそ新しいまちづくりのスタートラインだと言っているのです。

　日本の借金、今、どれだけあるかというと、２００５年３月末で７８１兆円、国民１人当たり６１２万円、４人家族ですと２４４８万円です。これだけ多くの借金を、今、日本は抱えています。しかも、この借金７８１兆円はこの１年間で７８兆円もふえています。７８兆円、国の１年間の予算に匹敵しようかという、とてつもない数字です。借金の総額が１年間で１０％もふえており、このペースですと、３年後には日本の借金の総額は１０００兆円を超えてしまいます。それだけは何とかして阻止していただきたい。阻止しなくてはならない。それが、今この時代に政治に携わる者の使命だと私は考えます。

　日本が借金だらけで苦しくなれば、その影響は当然東久留米市にも出てきます。その直接的影響が、今回の補正予算にもありますけれども、地方交付税の減少です。ただでさえ財政危機の東久留米の交付税をさらに下げるなんて、国はひどいことをするなというのは、そのとおりなんですけれども、それだけ国に依存してきた、国が交付税を下げなければ自立に向けて歩き出そうとしなかった地方自治体にも責任はあります。

　もらえるお金が多いほうがいいのは当然ですけれども、その財源がどうなっているのかは知っておかなくてはなりません。地方交付税の総額は国税の一定割合と定められており、それを地方の財政力に応じて配分することとなっています。つまり、地方交付税は本来、地方の税収であり、それを国が再配分する、いわば国が地方にかわって徴収する地方税です。しかし、実際はどうなっているかというと、すべてが国税の再配分ではなく、交付税の総額の３分の１が借金で賄われています。それが実態です。例えば昨年度で言えば、地方交付税の総額は約１７兆円、そのうち国税は１１兆円、残りの６兆円が赤字国債などの借金で補われています。地方自治体にとって地方交付税はなくてはならないものですけれども、そのことにより国の借金をふやす結果となっている。はたしてそれでよいのか、考えなくてはならないだろうと思います。

　地方交付税は本来、国税の再分配。私は、この再分配という発想はそもそも地方分権とは相入れないものだと思います。地方分権を進めながら地方交付税の改革を行なうためには、まず、交付税の中でこれまで借金で補っていた部分をなくす。そして、国税で再分配していた部分を各地方自治体に税源移譲していく。それでもなお財政の厳しい自治体に対しては、これまで公共事業や補助金という形で地方に支払われていたお金を財源に財政支援をしていくべきだと考えています。これぐらいの交付税の抜本改革を行なってこそ本当の構造改革だと言えると思います。

　そのような改革を行なった結果、東久留米市にとっては厳しい結果になるかもしれません。しかし、何もしなくても東久留米市の財政はどんどん厳しくなる見通しです。総務省は、２０１０年までに地方自治体の３分の１を地方交付税の不交付団体にするという意向を示しています。東久留米市がこの３分の１に含まれるかどうかはわかりませんが、望んでも望まなくても不交付団体になる、そういう時代がもうすぐそこまで来ています。そうなったときに東久留米市をどうやって経営していくのか、考えておく必要があるだろうと思います。

　いずれにしても、日本の借金７８１兆円、これをどうやってなくしていくのか、減らしていくのかについても、ぜひとも今回の総選挙の争点になってほしいと思います。日本のこれまでの発展は将来の国民の負担のもとに成り立ってきた、そのことを認め、反省し、改善する。そうすることにより、将来の子どもたちにこれ以上負担をかけない、借金を残さないようにしていく、これこそが何よりも今取り組まなければならない課題だろうと考えています。そして、それを最終的に決めるのが投票する皆さんです。皆さん一人一人の判断が、日本の将来、東久留米市の将来を決めます。ですから、ぜひとも皆さん一人一人の手によって今後の日本の進むべき道を選択していただきたいと、そのように思います。

　大変前段が長くなりましたけれども、この９月が、日本の行方、東久留米の行方を決める重要な時期だと考え、私なりの考えを述べさせていただきました。

　それでは、無党派無所属１００％市民派・宮川豊史の一般質問、これより始めさせていただきます。今回の私の質問は５項目です。

　まず１点目、経営方針についてです。２年前の８月に財政危機宣言が出されて以降、改革に対する基本的な考え方と取り組むべき内容について、平成１６年度経営方針、平成１７年度経営方針という形で示されてきました。財政危機克服までもう１年を切った今、平成１８年度経営方針をどうするのかについて伺います。

　２点目は、地方交付税についてです。先ほども触れましたけれども、このたび、平成１７年度の地方交付税の交付額と臨時財政対策債の発行額が決まりました。その額は予算計上額と比べ、地方交付税では約３億１０００万、臨時財政対策債では約１億５０００万円、あわせて約４億６０００万円の減少となっています。毎年減り続けているこの地方交付税、これからもふえる見込みは全くありません。むしろ減る可能性が高いと言えます。このような不確定要素の交付税に今後どのように対応していくのかについて伺います。

　３点目は、この市役所の土地代の借金についてです。私は前回の一般質問でも述べさせていただきましたが、東久留米市が財政危機を克服するために、この市役所の土地代の借金を平成１８年度末までにきちんと返すことが不可欠です。この借金を先送りする形での財政危機の克服は、私は克服とは認めません。この借金残高約９億５０００万円の返済の見通しについて伺います。

　４点目は、人事院勧告と人員適正化計画についてです。

　先月出された今年度の人事院勧告では、単に給与の改定だけでなく、給与構造の抜本的見直しの必要性も強く求められています。東久留米市は現在、職員給与の構造的改革に取り組んでいることと思いますが、今回の人事院勧告、どのように受け止めているかについて伺います。

　そして、給与の構造改革とあわせて、人員適正化計画を定めることも今の東久留米市にとって重要な課題です。その計画をどうしていくのかについて伺います。

　５点目は、職員の意識改革についてです。２年前に財政危機宣言が出され、その克服をしていくためには、今までと同じことを今までと同じようにしていてはいけない、仕事のやり方を変えていかなければいけないと示されたわけですから、当然そこには職員の意識改革というものも必要となってきます。財政危機宣言が出されて、これまでの２年間、その意識改革がどの程度達成されたかについて伺います。

　以上で私の壇上での質問を終わります。御答弁に応じて自席で再質問をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（甲斐次義君）　答弁をお願いいたします。

　市長。

○市長（野崎重弥君）　経営方針についての御質問につきましてお答えをさせていただきます。

　私は、平成１５年８月、このままの行政運営を続けていけば東久留米市は準用再建団体に転落するとの危機意識から財政危機宣言を行なうとともに、その解決の道筋を具体的に示すため平成１６年度経営方針を公表いたしました。その中では、改革の視点として、「施策、事務事業をこれからの時代に合ったものに再構築する」、「仕事の仕方を変える」、「現場主義に基づく成果重視の執行体制に変える」の３点を示し、具体的には、平成１８年度当初予算では財政調整基金に依存しない予算編成を行なうことを目標と設定いたしました。

　その後、平成１７年度経営方針では、行政評価を基本にして個々の施策単位に成果とコストの方向性を示し、予算編成に連動させる取り組みをした結果、一定の成果を上げて今日に至っていると考えております。

　御質問の平成１８年度は、これまでの取り組みの最終年度でございます。したがいまして、目標を掲げた財政調整基金に依存しない予算編成に向けて、現在、準備を進めております。１８年度には財政調整基金に依存しないという目標は何としても達成しなければなりません。そこで、平成１８年度予算に向けては、予算編成の基点となる予算編成方針に、従来、経営方針で示しておりました具体的な考え方を明記したいと考えております。

○議長（甲斐次義君）　企画経営室長。

○企画経営室長（永田　昇君）　２点目の地方交付税にかかわる御質問でございます。

　平成１７年度の予算との乖離が３億９３０万円ほどとなるなど、普通交付税は平成１４年度以降減少が続いております。平成１８年度は、去る８月３０日に公表されました総務省の概算要求でも普通交付税の出口ベースで２.７％削減されているなど、閣議了解された平成１８年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針などを前提として減少することになるであろうと考えてございます。そこで、どう対応していくかということでございますが、縮小する身の丈に合った行政の仕組みが重要でございます。最も比重の大きい経常経費の削減ということについて申し上げますと、行政評価制度と枠配分方式の予算編成をリンクさせた現在の取り組みが最も効果的・合理的な方法であると考えているところでございます。したがいまして、行政評価を中心とする現在の取り組みを継続していくということによって、歳出構造の転換を図っていく以外にはないというふうに考えているところでございます。

○議長（甲斐次義君）　市長。

○市長（野崎重弥君）　３点目は、行政センターの債務負担に係る御質問でございます。市議会の議決は重いものであり、平成１８年度末までという債務負担行為の条件は何としても履行するという立場に立ち、これからも最善の努力を積み重ねてまいらねばなりません。今後の三位一体改革の状況等、影響を考慮に入れながら歳入状況を見ていかなければなりません。具体的には、平成１６年度の決算剰余金をこの９月補正で財政調整基金に積み立てることにより、財源は確保されたものと考えております。

○議長（甲斐次義君）　総務部長。

○総務部長（森田　浩君）　人事院勧告と人員適正化計画についてお答え申し上げます。

　まず、人事院勧告を受けてということでございますが、今回の人事院勧告につきましては、国、地方を含めました公務員制度改革の一環といたしまして、特に人事給与制度面における具体的な改革内容の一端が示されたものと理解してございます。官・民給与額の比較はともかく、俸給表水準の引き下げ及び給与カーブのフラット化、査定昇給のための号俸４分割、枠外昇給制度廃止、勤勉手当の実績反映の拡大などといった給与制度の根幹に話が及んできたわけでございます。市といたしましても、経過措置等を含めまして、今後の運用面における国及び制度移行を予定しております東京都の動向を十分注意していかなければならないものと考えております。

　２点目の定員適正化計画でございますが、長期総合計画・基本計画に連携した形で定員適正化計画を策定していく予定でございます。本計画の基本的な考え方は、事務の統合・縮小、広域処理化、外部委託といった手法に加え、一定の組織単位に対して削減目標数を定めて削減を行ないます計画削減方式も導入する予定でございます。これらに定年退職予定者の動向、職員構造の是正といった要素も加味しつつ、５ヵ年の定員適正化計画を策定していきます。また一方では、国・東京都レベルでの制度改革によりまして、市の事務事業が増加するといった状況も想定されます。したがいまして、計画を着実に実行していくために単年度ごとに検証――これ、ローリングと言ってもいいかもしれませんが、を行ないながら、目標達成に向けて努力していきたいというふうに考えております。

○議長（甲斐次義君）　市長。

○市長（野崎重弥君）　最後の御質問は、内部の危機感・緊張感の共有についてということでございます。

　私が市長就任以前から申し上げていることの一つに、職員の意識改革として、危機意識、コスト意識、スピード意識が重要であるということがございます。まさに市政構造改革をなし遂げるため、あるいはなし遂げた構造改革を定着し、より一層深化させるためには、職員一人一人の意識改革が不可欠でございます。私は平成１５年８月に財政危機宣言を行ない、具体的目標と手段を明らかにしながら今日まで構造改革に取り組んでまいりました。この間、年々減少する歳入に対応するため、職員一人一人が過去に例のないほど厳しい予算編成に当たってきたことは紛れもない事実であり、その成果も一定の評価をいただけるものと考えております。これは、行政評価制度で申し上げておりますプラン・ドゥ・チェック・アクション、いわゆるＰＤＣＡサイクルに実際に取り組んだからこその結果であり、この取り組みは事務事業担当者がかかわった結果でございます。今後とも一人一人の職員が危機感・緊張感を維持し、行政評価制度の取り組みを基本とした行政運営、市経営を継続していくことが何より重要と考えております。

○議長（甲斐次義君）　宮川議員。

○１０番（宮川豊史君）　それでは、随時、再質問させていただきます。

　まず１点目は今回の人事院勧告について伺いたいんですが、先ほども述べましたけれども、今回の勧告の内容は、やはり給与構造の改革、こちらに取り組む必要があるという部分がいろいろと盛り込まれております。年功序列的な昇給を抑制するシステムとか、職務実績であったり職責、そういうものもきちんと査定していかなければいけないという給与構造の抜本的改革が必要であろうということが含まれております。当然、東久留米市もそういった流れと同じ方向を向いて、そういう給与改革をしていると思うんですけれども、具体的に伺いたいのは、今年度中にどういう形の構造改革を行なうのか、行なう予定があるのか、それについて伺います。

○議長（甲斐次義君）　総務部長。

○総務部長（森田　浩君）　公務員制度改革全体の流れにつきましては、今、議員御指摘のように、能力・実績重視の給与体系の確立及び人件費総体の圧縮といった方向に着実に進んでいるというふうに理解してございます。こうした流れに向かっておりまして、人件費の総体の圧縮、また、実績重視の給与体系の確立といった方向に確実に向いております。こうした流れに沿った対応は本市といたしましても不可欠であるというふうに考えております。我が市は現在、都表移行に向けた準備手続を行なっており、基本的には東京都の給与体系の枠組みの中での運用を考えております。大変に大きな制度改革の波と都表移行といった時期が重なるため、難しい局面も予想されますが、都表移行そのものを最重点として対応を図っていきたいというふうに思っております。

○議長（甲斐次義君）　宮川議員。

○１０番（宮川豊史君）　都表に移行していくという形で最善の努力をしているということは、これまでもずっと御答弁がありまして理解しているところなんですが、問題はやはり、それがはたして今年度中にできるのかということになると思うんですが、もう９月ですので、もう半年たっておりますけれども、その点は今年度中というような目標は立てているのか、もしくは今年度中にできるような見通しはあるのか、その点について伺います。

○議長（甲斐次義君）　総務部長。

○総務部長（森田　浩君）　現在、この件につきましては関係機関と調整を精力的にやらせていただいておりまして、目標といたしましては今年度中の実施ということを視野に入れた中での対応を図らせていただいているということでございます。

○議長（甲斐次義君）　宮川議員。

○１０番（宮川豊史君）　人員、給与の構造的な改革はまだ取り組んでいると。ことしじゅうに実現したい、視野に入れてということですけれども、一方で人員適正化計画のほうですね、こちらを確認したいんですけれど、こちらは平成１８年度以降の５年間ということでやっていくには、今年度中には当然できると思うんですが、そちらの確認を１つさせていただきたいということと、今後５年間の市の歳入の動向ですかね、当然税収がふえていく見込みがないと。減り続ける可能性が高い。そういう中で人件費も一定程度抑えていかなければいけないと。そういう方針の上で、今回、人員適正化計画をつくっていく意向なのか、その辺の確認をさせていただきたいと思います。

○議長（甲斐次義君）　総務部長。

○総務部長（森田　浩君）　先ほども御答弁を差し上げましたけれども、定員適正化計画につきましては、長期総合計画また実施計画との連動・連携といったものが非常に重要になってくるわけでございまして、それに合わせて、今、策定に入っているわけでございます。時期といたしましては、当然、長計・実施計画との整合性ということで、時期的にもそれと同様の時期をにらみながら、今、作業を進めているわけでございます。その中で、当然人件費の抑制ということも大きな課題でございます。それにつきましては、今まで実施してございませんが、計画的な削減方式ということで一定の削減人数を各担当のほうに検討していただいて、それに努力していただくというふうな方法も取り入れながらしていく必要があるだろうということで調整はさせていただいてございます。

○議長（甲斐次義君）　宮川議員。

○１０番（宮川豊史君）　はい、わかりました。

　次に、この市役所の土地代の借金について伺いたいと思うんですが、今回、平成１６年度の決算剰余金が幾ら出たかということがはっきりしたわけですけれども、これまで行政側の答弁としては、この市役所の土地代の借金は平成１６年度、１７年度決算の剰余金を充てていきたいということを言ってこられておりますが、今回、９月で補正予算という形で出ていますが、ここでこの剰余金からこの土地代の借金を返すために公共施設等整備基金にお金が積まれたのか、積まれなかったのか、その点を伺います。

○議長（甲斐次義君）　企画経営室長。

○企画経営室長（永田　昇君）　今回、９月で平成１６年度決算の剰余金を補正予算でお願いしてございますけれども、この剰余金につきましては財政調整基金の積み立てということで補正予算をお願いしているところでございます。

○議長（甲斐次義君）　宮川議員。

○１０番（宮川豊史君）　今回の補正予算では財政調整基金にはお金が積み立てられたと。しかし、公共施設等整備基金にはお金が積み立てられなかったということですよね。剰余金１８億円も出たと。これはこれでいいことだとは思うんですが、しかし、１８億円出たにもかかわらず、公共施設等整備基金に積み立てられる金額は出なかったと。当然、１８億円のうち半分は財政調整基金に積み立てられると。残りどうなったかというと、残りのうち３億円は、既に今年度予算に前年度繰越金として３億円見込まれているわけですよね。さらに、交付税、臨時財政対策債の減少に対応して約４億６０００万円使われて、ほかに補正予算の事業に使われて、結局、１８億円、もうなくなってしまったと。この半分は財政調整基金に積み立てられたと言いますけれども、でも、実際は半分積み立てられていないわけですよね。さらに５０００万円、今回の補正予算で財調を切り崩しているわけです。ですから、こういうことだけ考えても、１８億円出たにもかかわらず、やはり財政厳しい状態。この借金を返すための積み立てという形はまだできていませんし、財調も結局１８億円の半分を積み立てられることはできなかったということは、大変厳しいと私は思うんですが、その辺はどのように認識しているでしょうか。

○議長（甲斐次義君）　企画経営室長。

○企画経営室長（永田　昇君）　１７年度の予算につきましては、私どもが、交付税、臨時財政対策債、そういったものを、昨年の時点での地方財政計画といったものを参考にいたしまして編成したわけでございますけれども、そういったところの財源が５億ほど落ちたという中では、かなり厳しい状況の補正予算をせざるを得ないということでございます。今後も、１８年度以降につきましても、先ほど申し上げましたように政府の考え方は交付税を減少というふうな考え方も出てございますので、私ども、さらなる身の丈の財政運営をしていかざるを得ないと。大変厳しい財政状況だというふうに認識してございます。

○議長（甲斐次義君）　宮川議員。

○１０番（宮川豊史君）　室長も厳しいという認識を持たれているということは一定の評価をするところですけれども、この決算剰余金１８億円出たということですが、これだけの金額が出たということは、やはり平成１６年度予算の段階で歳入不足を補てんする財源があったからだと私は思っています。それだけの依存財源があったから１６年度予算が組めたわけですし、今回、剰余金も出たと。実際ではその依存財源はどれだけあったのかを伺いたいんですが、ここでは財産売却益というんですかね、旧市役所の土地の一部の売却と分庁舎の土地の売却プラス財政調整基金、こちら、１６年度決算では総額で幾らになっているのかについて伺います。

○議長（甲斐次義君）　財政課長。

○財政課長（林　幸雄君）　ただいまの御質問でございますが、財政調整基金の繰入額が６億５９２０万６０００円、旧本庁舎・分庁舎跡地を含みます財産売却収入額が１４億４８８３万７８２０円ございまして、合計で２１億８０４万３８２１円でございます。

○議長（甲斐次義君）　宮川議員。

○１０番（宮川豊史君）　今、約２１億円というお話でしたけれども、この２１億円があったからこそ平成１６年度予算が組めたわけですよね。今回の１６年度決算で１８億円の剰余金が出たということですよね。２１億円つぎ込んで１８億円ということを考えれば、１８億円というお金は決して多くないだろうと。むしろ３億円少ないわけですから、そういった面でも厳しさがあらわれていると思うんですが、その点、市長はどのように認識しておられるのかについて伺います。

○議長（甲斐次義君）　市長。

○市長（野崎重弥君）　確かに、決算の中身を見てみますと御指摘のとおりの部分がございます。財政調整基金と財産売却によって１６年度の私どもの財政運営が支えられたということは、そういう部分もあろうかというふうに思います。ただ、私が申し上げさせていただきたいのは、平成１６年度当初予算の策定時から財政調整基金繰入額のいわばキャップ制をしきました。１６、１７、１８という形で、１８年度は財政調整基金ゼロを実現するという形でこれまで取り組みを行なってきておるわけでございます。そういったことも含めまして、厳しいという言葉だけではあらわせない厳しさがあるのは事実でございますけれども、今後とも議会に申し述べました１８年度財調投入ゼロという視点から予算編成に向けて全庁挙げて最大限の努力をしていく、この考え方は今も変わっておりません。

○議長（甲斐次義君）　宮川議員。

○１０番（宮川豊史君）　平成１５年、平成１６年と、これまでさまざまな改革に取り組まれてきて一定の成果を出しつつあると。そういう部分は評価するんですけれども、でも、実際はまだまだ厳しいわけですよね。平成１８年度の予算が組めるかどうかわからない状況にあると私は思っています。ですけれども、どれだけ厳しくても、やっぱりやらなければいけないことがあると。それがこの市役所の土地代の借金を返すことだと思っています。これ以上この借金を先送りしないと、そういうことをやはり示すためにも１８年度にはきちんと返すべきだろうと思いますし、当然、１８年度に返すということは、１８年度当初予算にこの９億５０００万円という金額が計上されるべきだろうと考えております。

　先ほど市長の御答弁の中に、財政調整基金に積み立てたということで財源は確保したという御答弁がありました。事務的にはそういう発言だろうと思いますが、であるならば、次は政治的な決断ではないんですか。１８年度にこの土地代の借金を返すと、そういうふうに政治で判断をするべきだと私は思うんですが、返すんですか、返さないんでしょうか。それをはっきりと御答弁いただきたいと思います。

○議長（甲斐次義君）　市長。

○市長（野崎重弥君）　先ほども御答弁申し上げましたが、現本庁舎、ここの土地の債務負担設定は、一度、過去に延期をいたしておるわけでございます。一度延期をしておいて、その期限が平成１８年度末ということで、なおかつ、この債務負担行為は議会の議決があるわけでございますし、私は、議会の議決、とりわけこういう財政運営についての議会の議決というものは大変重いものという認識をいたしております。そういったことで、私は、１８年度末までには現本庁舎の債務負担――平成８年度以降、大変厳しい状況にあったわけでございますけれども、１８年度までに債務負担の解消をする、これはやっていかなければならないというふうに考えております。

○議長（甲斐次義君）　宮川議員、残りは１８分です。

○１０番（宮川豊史君）　やっていかなければいけないということ、これまでも最大限努力していくという形で御答弁はされていますけれども、これまではそれでよかったと思うんですね。でも、もう９月です。平成１８年度に本当に返すのであれば、もう今この段階から準備していかなければいけないのではないんでしょうかね。私はもう時間がないというふうに考えております。もし本当に１８年度予算の中に計上し、きちんと返すということであれば、今回、財政調整基金で積み立てた額をやはりきちんと公共施設等整備基金に積み立てるという必要があるのかなと思います。今回９月補正ではできないわけですから、やるチャンスがあるとすれば１２月補正になるんですかね。そういった形で返すということを示すには、次の補正で、１２月補正でやるべきだと私は考えておりますが、そういった検討をしていただけるかどうか伺います。

○議長（甲斐次義君）　市長。

○市長（野崎重弥君）　今９月定例会におけます補正予算、９億１０００万円、決算剰余金を財政調整基金に積み立てるという補正予算の御提案をさせていただいております。これは地方財政法に基づきます措置をさせていただいたわけでございますけれども、今後、議員御指摘のように、１８年度が期限となっております現本庁舎の債務負担について、どういった形で１８年度返済をするのかという考え方は議会及び市民の皆さんに示していく必要があるだろうというふうに考えております。

○議長（甲斐次義君）　宮川議員。

○１０番（宮川豊史君）　わかりました。本当に時間がないと。決断する時期は、本当はこの９月議会で決断すべきだと私は考えております。なぜならば、この土地代の借金は私は何よりも優先されるべきだろうと。それが決まってこそ次の予算編成に移れるのかなというふうに思っていますので、私はこの９月のというのは一つの時期だったかなと思いますが、まだ１２月議会もありますし、そこで補正をするということも十分可能だと思いますので、そのように措置を要望しておきたいと思います。

　次に、地方交付税に移りたいと思うんですが、本当に大変な問題。東久留米市にとっては、単に財政危機宣言を出してそれを克服するに向けての改革以外に、こういった外部的なマイナス要因があるといったことで、これにどう対応していくかというのは本当に大変な問題だと思うんですね。というのも、平成１５年度、財政危機宣言をしたときには、おそらくここまで地方交付税が下がるとは想定していなかったのではないかと思います。そのときに改革すべき金額というのは１５億ということも言われておりましたけれども、そういった金額は、目標値がどんどんどんどん広がっていっているわけですよね。改革してもしても、やはり歳入不足が続いていると。そういう中で、平成１８年度、現状でどれくらい歳入不足を来たすというふうに考えているのか。確定ではないでしょうけれども、そういう見込み、もう立て始めているかどうかについて伺います。

○議長（甲斐次義君）　企画経営室長。

○企画経営室長（永田　昇君）　来年度の財源不足の見込みでございますけれども、今年度１７年度では、旧滝山小学校校庭の売却、財政調整基金の繰り入れということで３億１０００万円ほど、両方で１５億ほど見込んでおります。財政危機宣言の折には、そういった財産売り払い収入については行財政改革・構造改革のつなぎ資金ということでそういった措置をとりまして、また、財政調整基金については１８年度の財調投入ゼロというふうな目標がございますので、少なくともその１５億円が１８年度ではなくなるということでございますので、財源不足については１５億、それからまた、１７年度の地方交付税ですとか臨時財政対策債、こういったものを今回補正予算でお願いしておりますけれども、これが５億ということになりますので、その数字が上乗せされた数字が１８年度に現在見込まれる一般財源ベースの歳入不足ということが言えるのかなというふうに考えております。

○議長（甲斐次義君）　宮川議員。

○１０番（宮川豊史君）　今、室長から具体的な数字がきちんと示されて、ありがたいと思っているんですけれども、やはりその額を単純に足せば２０億となるわけですよね。これまで想定した以上の金額が平成１８年度には不足しようとしているのではないでしょうかね。プラス、１８年度の交付税はさらに減るかもしれないというわけです。大変なことだと思うんですけれども、それだけの財源不足を埋められるだけの改革をしていくということを目標にこれまで取り組まれてきたと思うんですけれども、その構造改革が１８年度予算――実際、予算審議は３月ですけれども、もう予算編成は始まっていくわけですよね。そういう際に、構造改革の成果が、それだけの金額分、結果として財源として生み出されるという見込みなんでしょうか。その点について伺います。

○議長（甲斐次義君）　市長。

○市長（野崎重弥君）　これまでの予算編成の実務的な面から、ただいま、対１８年度の予算編成に向けての考え方と、１７年度と１８年度の差異というものについて具体的な数字を挙げて企画経営室長から御答弁をさせていただきました。一方で、先ほど宮川議員から御指摘をいただきましたように、平成１６年度決算、今後、議会の皆様方に御審議をいただく形になるわけでございますけれども、平成１６年度におきましては、当時、つなぎ資金という言い方をさせていただいておりますが、公有地の売却益１０億円、なおかつ当初予算に財政調整基金から繰り入れた金額はたしか３億６０００万円だったというふうに記憶をいたしておりますけれども、１３億６０００万円が平成１６年度当初予算を組んだときの考え方でございます。一方で、その後の補正はあるものの、総体としての決算収支におきましては約１８億円の決算剰余金が生まれております。

　こういった中で、私は、平成１６年度における予算編成の基本的な考え方、なおかつ決算における実績値、そういったものを基本に据えながら、その後の外部的な財政の変化、例えば交付税の減少ですとか臨時財政対策債の減少、そういったものを総合的に判断しながら、基本的には決算をベースに予算編成を考えていく必要があるのではないかという考え方を持っております。なおかつ、先般来、企画経営室長にも指示をいたしております。担当課でも既に事務を始めておりますが、１６年度におけるそういった決算の内容の分析、そういったものも、今後、内部的に調査をいたしながら１８年度予算編成に向かっていく必要があるのではないかという考え方を私は持っております。

○議長（甲斐次義君）　宮川議員。

○１０番（宮川豊史君）　私が伺いたいのは、１８年度の歳入の不足額というんですかね、減少額というのは、もうある程度見込まれていると思うんですね。それに伴うだけの歳出の削減ができるのかということなんです。それだけの構造改革の成果が１８年度予算であらわれていくのか、歳出がそれだけ削減できるのかと。先ほど企画経営室長が言っただけの金額の歳出削減が本当に可能なのかについて伺いたいんですが、その点はいかがですか。

○議長（甲斐次義君）　市長。

○市長（野崎重弥君）　今、申し述べさせていただきましたように、基本的に私は、１６年度決算ベースに予算編成の基本を置きながら、その後のプラスしなければいけないもの、マイナスしなければいけないもの、そういった考え方を持って予算編成に向かうべきだろうという考え方を持っております。ただ、具体的な数値で、対１７年度との比較でどういった考え方を持っているか、不足する財源はどの程度なのかということから御質問にお答えさせていただくとすれば、先ほど企画経営室長がお答えさせていただいたような数字になってくるだろうというふうには思います。ただ、私は、そういった形の中で数字だけが先行するということではなくて、１６年度決算ベースをどう１８年度予算編成に生かしていくのか、実体としての数値をどうとらえ、どう予算編成をするのか、そういったことを考えていく必要があるのではないかということを申し述べさせていただいております。

○議長（甲斐次義君）　宮川議員。

○１０番（宮川豊史君）　いろんな考え方があると思うんですが、基本的には、１７年度予算と比べれば１８年度予算は歳入が２０億近く不足する可能性があるということですよね。今、市長は１６年度の決算ベースで１８年度予算を編成していくということですけれども、要は、１８億円剰余金が出ているんだと。そのぎりぎりの部分で予算を組むということに私は聞こえるんですが、そういったぎりぎりの予算編成ですと、赤字決算覚悟の予算編成ということになりませんか。

○議長（甲斐次義君）　市長。

○市長（野崎重弥君）　私どものこれまでの予算編成のあり方というものは、私はかなり正直な予算編成をしてきているというふうに思っております。それは、当該年度における実績数値にプラスをする形で、さまざまな要因を含めて予算編成いたしてきております。だからこそ、こういった形の決算ができているものというふうに思っております。つまり、ある面では、余裕と言うと語弊はあるかもしれません、そういった形ではなくて、かなり予測も含めた財政的な措置というものもさせていただきながら予算編成をしてきているという面もございます。そういった中で、１８年度、先ほど企画経営室長が御答弁申し上げましたように、財政的にこれまでと同等、かなり厳しい予算編成をしなければならないということで、では、決算をベースに予算編成をした場合にどういった形のものが考えられるのか、そういったものも考えてほしいということで、私は既に企画経営室長に指示をいたしました。そういった中でどういった手法が一番いいのかということも選択をしていかなければなりませんけれども、１８年度当初予算編成に向かって、さまざまな視点から検討をしながら予算編成に向かっていくという考え方は申し述べさせていただいたとおりでございます。

○議長（甲斐次義君）　残り４分です。

　宮川議員。

○１０番（宮川豊史君）　関連するので、経営方針について伺いたいと思うんですけれども、そういうお考えを示すのがやはり経営方針なのではないかなと思うんですよね。事務的な説明はわかりました。これまでの１６年度、１７年度の流れを受け継ぐということと、今度の予算編成の中にその考え方を織り込みたいということですが、でも、やはり財政危機宣言をして構造改革に取り組んで１６年、１７年と来た。最後、それが克服できるかどうか１８年度を目前にして、私はここで１８年度経営方針というものをしっかりと出すべきだと思うんですよね。事務的には予算編成方針でいいではないか、それは構わないんですけれども、市長はそれでいいんですか。

○議長（甲斐次義君）　市長。

○市長（野崎重弥君）　先ほど御答弁もさせていただきましたけれども、平成１８年度に向けて予算編成に入っていくわけでございますが、予算編成の基点となる予算編成方針に、従来、経営方針で示しておりました具体的な考え方、これらを明記いたしたいというふうに考えております。

○議長（甲斐次義君）　宮川議員。

○１０番（宮川豊史君）　私は、市長がそれでいいのかと聞いているんです。今後も東久留米市の経営者として東久留米市を経営していくのであれば、そういうものをしっかりと市民の皆さんに示さなくてはいけないのではないですか。予算編成はあくまでも予算編成です。予算がすべてではないわけですよね。例えば決算重視だったり、予算を１００％使い切るべきではないとか、そういう方針はやはり経営方針で示していくべきだろうと思っています。しかもこの時期、９月。平成１８年度、財政危機を克服できるかどうかまで、もう時間が迫っていると。もう１つは、選挙があるわけですよね。市長選挙がある。そういった時期からも考えて、市長がここで経営方針を出さないということに対して市長はそれで納得しているんですか。

○議長（甲斐次義君）　市長。

○市長（野崎重弥君）　どういう視点から……質問の意味が十分押さえられていなかったらおわびを申し上げたいというふうに思いますが、先ほど来御答弁申し上げさせていただいておりますように、１８年度に向けて、１８年度予算編成に向けて、私の基本的な考え方は予算編成方針の中で申し述べさせていただきたいというふうに御答弁をさせていただいておりますし、従来、経営方針で示しておりました具体的な考え方、これにつきましてもその中に明記をしたいというふうに考えておりますので、御理解をいただきたいというふうに考えております。

○議長（甲斐次義君）　宮川議員。

○１０番（宮川豊史君）　最後に簡単に伺います。私が言いたいのは、１６年度経営方針、１７年度経営方針と出してきて、１８年度経営方針を出さないのはおかしいのではないですかという質問です。以上で、それに御答弁いただいて終わらせていただきます。

○議長（甲斐次義君）　市長。

○市長（野崎重弥君）　従来、経営方針で示しておりました具体的な考え方を予算編成方針の中に入れさせていただきたいというふうに考えております。

○議長（甲斐次義君）　以上をもって宮川議員の一般質問を終了いたします。

